
お し ら せ
　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
（
割か

っ

賦ぷ

販
売
契
約
で
購
入

し
た
場
合
は
、買
い
主
で
あ
る
使
用
者
）

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
車
両
を
所
有
し
な

く
な
っ
た
場
合
や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
紛
失
さ
れ
た
人
は
、
早
め
に
下
記
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
に
は
月
割
制
度

が
な
い
た
め
、
年
度
途
中
で
廃
車
手
続

き
を
し
た
場
合
で
も
、
既
に
納
め
た
税

金
を
還
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課
収
納
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
２
５
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
１
（
内
線
15
・
1６
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
１
１（

内
線
１
１
１
・
２
１
２
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
１
（
内
線
１
１
４
）

軽
自
動
車
検
査
協
会

☎
０
８
９
（
９
７
５
）
６
７
３
０

運
輸
支
局

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
７
６

車　種 手続き場所 必要なもの

原動機付自転車
（125ｃｃ以下） 税務課

または
各支所地域振興課

【廃棄・解体】所有者、届出者の印鑑、ナンバープレート
※解体の場合、ナンバープレートがないときは「解体証明書」
【紛失・盗難】所有者・届出者の印鑑
※盗難の場合、盗難届の「届出警察署・盗難届受理番号」の控え
【名義変更】新・旧所有者、届出者の印鑑
○印鑑は、認め印で結構です。（朱肉使用のもの）

農作業用自動車
小型特殊自動車

軽自動車
（６６0ｃｃ以下） 軽自動車検査協会

上記にお問い合わせください。
二輪車

二輪小型自動車 運輸支局

　
軽
自
動
車
や
原
付
バ
イ
ク
な
ど
の

変
更・廃
車
手
続
き
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

　

 

平
成
22
年
度
の
地
方
税
法
改
正
に
よ
り

個
人
住
民
税
の
扶
養
控
除
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
見
直
し
は
、
平
成
23
年
1
月
～
12
月

の
収
入
に
対
す
る
控
除
額
の
変
更
で
、
平
成

24
年
度
の
個
人
住
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま

す
。

①�

年
少
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
の
廃
止

　

子
ど
も
手
当
の
実
施
に
よ
り
、
1６
歳
未
満

の
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
（
33
万
円
）

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②�

特
定
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
の
変
更

　

高
校
授
業
料
の
実
質
無
償
化
に
伴
い
、
特

定
扶
養
親
族
の
う
ち
1６
歳
以
上
1９
歳
未
満
の

人
に
係
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
（
12
万

円
）
が
廃
止
さ
れ
、
控
除
額
が
33
万
円
と
な

り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課
市
民
税
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
２
９
～
１
３
２
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
１
（
内
線
15
・
1６
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
１
１
（
内
線
１
１
１
・
２
１
２
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
１
（
内
線
１
１
４
）

扶養親族の
年　齢

23年度までの
扶養控除額

24年度からの
扶養控除額

1６歳未満 33万円 廃止

1６歳以上
1９歳未満 45万円 33万円

1９歳以上
23歳未満 45万円 45万円

　
平
成
24
年
度
か
ら

個
人
住
民
税
の
扶
養
控
除
が
変
わ
り
ま
す
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農
地
を
山
林
や
宅
地
な
ど
、
農
地
以

外
の
も
の
に
す
る
こ
と
を「
農
地
転
用
」

と
い
い
ま
す
が
、
農
地
を
転
用
す
る
に

は
、
た
と
え
自
分
の
農
地
で
あ
っ
て
も

事
前
に
知
事
の
許
可
（
４
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
超
え
る
場
合
は
農
林
水
産
大
臣
の
許

可
）
が
必
要
で
す
。

　

許
可
を
受
け
な
い
で
農
地
を
転
用
し

た
場
合
に
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ

　
農
地
を
転
用
す
る
に
は
許
可
が
必
要
で
す

と
に
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復

な
ど
の
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
罰
則
の
適
用
も
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
許
可
を
受
け
て
か
ら
行

い
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
㉔
２
１
１
１（

内
線
３
４
１
・
３
４
３
）

Information

　

学
校
施
設
は
、
児
童
生
徒
な
ど
が
一

日
の
大
半
を
過
ご
す
学
習
・
生
活
の
場

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
安
全
性
の
確

保
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
快
適
で
豊
か

な
空
間
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
そ
こ
で
大
洲
市
教
育
委
員
会
で

は
、
耐
震
性
の
な
い
建
物
の
耐
震
化
お

よ
び
教
育
環
境
の
改
善
を
計
画
的
に
行

う
た
め
、「
大
洲
市
立
学
校
施
設
整
備

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

対
象
は
、
学
校
施
設
の
う
ち
、
耐
震

性
の
な
い
建
物
31
棟
で
す
。
そ
の
内
訳

は
、
小
学
校
12
棟
、
中
学
校
1８
棟
、
幼

稚
園
１
棟
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
建
物
を
平
成
23
～
31
年
度
の
９
年
間

で
整
備
す
る
計
画
で
す
。

　

耐
震
化
お
よ
び
施
設
改
修
の
優
先
順

位
は
、「
耐
震
診
断
結
果
」「
建
築
年
」「
小

学
校
統
廃
合
計
画
に
よ
り
存
続
す
る
学

校
施
設
」
に
よ
り
、
総
合
的
に
判
断
し

て
い
ま
す
。

　

基
本
的
な
事
業
手
法
は
、
耐
震
補
強

と
老
朽
改
修
で
す
が
、
耐
震
補
強
が
困

難
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
改
築
を
行

い
ま
す
。

　

な
お
、
本
計
画
書
は
、
大
洲
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

☎
㉔
１
７
２
９
（
直
通
）

　
大
洲
市
立
学
校
施
設
整
備
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
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実施
時期 棟　数 補　　　　　強 改　　　　　築

Ⅰ期 校　舎 ６ 菅田小
大洲北中（普通教棟、特別教棟、管理棟）

喜多小（北校舎）
新谷小（北校舎）

体育館 ３ 喜多小 大洲東中、長浜中

Ⅱ期 校　舎 ４ 肱川中
長浜中（普通教棟、特別教棟、管理棟）

体育館 ４ 大洲北中 粟津小、長浜小、肱川中

Ⅲ期 校　舎 ９
平小（北校舎西、西校舎北）、平野小（校舎、
校舎３階、西校舎）、大洲南中（特別教棟）、
大洲北中（技術教棟）、河辺中、中野幼

体育館 ５ 平小、肱東中、河辺中 大洲南中、新谷中

合計
31 1８ 13

校　舎 （1９） （13） （6）
体育館 （12） （5） （7）

【実施計画】：Ⅰ期（平成23～25年度）、Ⅱ期（平成2６～2８年度）、Ⅲ期（平成2９～31年度）

《知事許可の場合の流れ》



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
2/29 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

大洲市立図書館	 　☎ 59－4111
長浜分館	 　☎ 52ー1121
肱川分館	 　☎ 34ー2319
河辺分館　	 　☎ 39－2111

図書館

■＝３月の休館日
〈開館時間　午前９時30分～午後６時〉

※2/29 ～ 3/4　特別整理期間※3/6 ～ 3/11　特別整理期間

【大洲】 【長浜】 【肱川・河辺】

特 別 整 理 期 間 の お 知 ら せ

　特別整理期間のため、毎週月曜日・月末図書整理日（31日）以外にも、図書館を休館する日があります。館ごと
に休館日が異なりますので、ご注意ください。詳しい休館日は、カレンダーでご確認ください。
　なお、肱川館・河辺館は、 2月に特別整理期間を終了しているため、通常開館となります。

※休館中の本の返却は、返却ポストをご利用ください。
　		ただし、CD・DVDは、返却ポストには入れずに、特別整理期間終了後にカウンターへ直接お持ちください。（特別整理
期間となっていない館のカウンターで返却することもできます。）

　図書館用DVDとは、著作権者から図書館で貸し出すために必要な利用許可を得ている特別なDVDです。
内容は市販のものと同じですが、通常の 4、 5倍の価格で購入しています。
　最近、DVDの紛失や汚損・破損が続いています。破損や紛失などの場合、著作権処理のしてある高額な
DVDを現物弁償していただくことになります。図書館用ＤＶＤは市民のみなさんの貴重な財産です。壊れや
すい物ですので、大切にお取り扱いください。また、返却の際には必ずカウンターまでお持ちください。

おしえて司書さん！　～ 図書館用DVD ってどんなもの？～

一般　『春・新生活応援します！』
　長く厳しい冬も終わりを告げ、季節は春へと移り変わっていきます。４月からガラリと環境が変わり、新しい
生活を始める人も多いのではないでしょうか？図書館では、新しい１歩を踏み出すみなさんを応援します！
　新社会人向けのマナーや初心者向けの料理、ビジネス書など、新しい生活に役立つ内容の図書を展示して
います。

児童　『春をみつけにいこうよ！』�
　ながいながい冬が終わり、おひさまがポカポカとあたたかい季節がやってきました。外に出てみると……たく
さんの春が顔をだしはじめているはずです。みんなのちかくには、どんな春があるのかな？？
　図書館では、春の草花や、春をテーマにした絵本・児童書などを展示しています。

３月 展 示
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保健センター
大洲市保健センター☎23-0310（大洲地域）
長浜保健センター　☎52-3055（長浜地域）
肱川保健センター　☎34-2340（肱川地域）
河辺保健センター　☎3９-2113（河辺地域）

３ 月の各種検診（健診）

　乳幼児関係（実施場所　大洲市保健センター）　
事　業　名 実　施　日 受付時間 該　当　者 対象地域 持　参　品

４か月児健康診査 ３ 月 ６ 日㈫
午後１時～

１時３0分

平成2３年10月生まれ
市内
全域

母子健康手帳・アンケ
ート・バスタオル10か月児育児相談 ３ 月 ７ 日㈬ 平成2３年５月生まれ

１歳６か月児健康診査 ３ 月1３日㈫ 平成22年８月生まれ 母子健康手帳・アンケ
ート・歯ブラシ３歳児健康診査 ３ 月14日㈬ 平成21年２月生まれ

　

愛
媛
県
で
は
、
各
地
方
局
・
支
局
商

工
観
光
室
内
に
中
小
企
業
労
働
相
談
所

を
設
置
し
て
、
労
働
問
題
で
悩
ん
で
い

る
人
の
相
談
や
関
係
機
関
へ
の
紹
介
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
左
記
の
と
お
り
出
張
労
働
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
相
談
は
無

料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

【
日　

時
】
３
月
４
日
㈰

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
３
時

【
場　

所
】
Ａ
コ
ー
プ
お
お
ず

【
相
談
内
容
】

賃
金
、
労
働
時
間
、
手
当
て
、
解
雇
、

セ
ク
ハ
ラ
な
ど
の
労
働
問
題
全
般

【
対
象
者
】

労
働
者
、
使
用
者
ま
た
は
そ
の
家
族
、

知
人
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
予
地
方
局
八
幡
浜
支
局
商
工
観
光
室

☎
０
８
９
４
（
２
２
）
４
１
１
１

（
内
線
２
３
４
）

※
通
常
業
務
で
の
相
談
は
、
平
日
の

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

　
　
　
無
料
労
働
相
談

４月１日から二次救急輪番体制が一部変更となります
　現在の二次救急輪番体制は、八幡浜・大洲圏域でそれぞれ実施していますが、各病医院とも医師不
足により医療体制の維持が困難な状況となっています。そこで、八幡浜・大洲圏域医療対策協議会では、
各病医院の医師負担軽減を図り二次救急医療体制を維持していくために広域で対応することとし、水曜
日夜間を加戸病院、木曜日夜間を市立八幡浜総合病院で担当することになりました。
　 4月からの大洲圏域（大洲市・内子町）における救急当番病院は、下記のとおりです。

曜　日 【昼間帯】午前 ８時30分～午後 5時30分 【夜間帯】午後 5時30分～翌日の午前 ８時30分
日曜日 大　洲　中　央　病　院
月曜日 市　立　大　洲　病　院
火曜日 市　立　大　洲　病　院
水曜日 加 　 　 戸 　 　 病 　 　 院
木曜日 神 　 南 　 診 　 療 　 所 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院
金曜日 大　洲　中　央　病　院
土曜日 大　洲　中　央　病　院

※木曜日の夜間帯が、市立八幡浜総合病院に変更になります。
※  平日・土曜の午後 ８時～ 11時、日曜・祝日の午前 ９時～午後 ６時までの一次（初期）救急については、
大洲喜多休日夜間急患センターをご利用ください。
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